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第166号議案長崎市公園条例の一部を改正する条例
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1 長崎市公園条例の一部を改正する条例の概要

(1)改正理由

野母崎総合運動公園は、(仮称)長崎市恐竜博物館の建設に併せて、平成31年度

から令和2年度にかけて公園の再整備を進めている

このうち運動場敷地にっいては、こども広場、多目的広場、駐車場として再整備し、

恐竜博物館を訪れる小さな子供から水仙を楽しむ高齢者まで、多世代が交流可能な賑

わいの空間を創出することとしている。このことから、野母崎総合運動公園運動場を

廃止するため長崎市公園条例の一部を改正する。

(2)野母崎総合運動公園運動場の有料公園としての位置付け(条例別表第1)

有料公園施設の名称公園名 有料公園施設の名称

野母崎総厶運動公園野母崎総園運動公園運動輸⇔削除
野母崎総合運動公園庭球場 野母崎総合運動公園庭球場

(3)施行日

令和2年4月1日

(4)位置図
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(フ) 運動場概要

昭和52年11月設置

面積

利用期間

( 8 )

11,50o n〒

通年(12月29日から 1月3日を除く

現況写真

( 9 ) 利用状況

β5

運動場利用者推移(人)

平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年

975

,371
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る利用時間帯のいずれかの全部をその利に、る準備又はりハーサルのため

場Aの_はこの表にげる金額の4割に相当する額とるに利

(2)附設備

全墾
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窒L

区分
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0,

月1日から10月31日
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問
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まで、
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1927
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寺まで 4時ま部寺ま 9時ま
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野母崎総合運動公園庭球場の利用に係る基準額
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円
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円
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金額
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円
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までで
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又は高等学校の生徒
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ら午後2

時まで
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、ら午から午から午
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考利用者 がこの表に掲げる利用時間

帯のいずれかの全部をその利用に係る準備又はりハーサルのために利用する

場合の金額は、この表に掲げる金額の4割に相当する額とする。

②附属設備

金額

(半面につ

き)

区分

間照 3月1日から10月31日ま

明設備で

Ⅱ月1日から翌年2月末 1,257円

日まで

備考「一般」とは、15歳以上の者(小学校の児童、中学校の生徒及び高等学校

の生徒を除く。)をいう。

利用時問午後6時から午後9時午後7時から午後9時まで

まで

附則

(施行期助

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

用考利用者( 8 の可を瓢けナ

帯のいずれかの全部をその利用に係る準備又はりハーサルのために利用する

場合の金額は、この表に掲げる金額の4割に相当する額とする。

②附属設備

8開円部8円

金額

(半面につ

き)

区分

間照 3月1日から10月31日ま

明設備で

11月1日から翌年2月末 1,257円

日まで

備考「一般」とは、15歳以上の者(小学校の児童、中学校の生徒及び高等学校

の生徒を除く。)をいう。

)がこの表に掲げる利用時間をレ、つ

利用時間午後6時から午後部寺午後7時から午後9時まで

まで
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